
 

 

◇特定保健指導とは？  
  

 平成 20 年４月より「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、内臓脂肪の蓄積に

着目した将来の生活習慣病の予防を目的に、医療保険者(地共済等)が 40 歳以上の加入者へ

実施するものです。 

各医療保険者には、対象者へ保健指導の実施が義務付けられています。 

 

 

◇なぜ保健指導が必要なの？ 

 



◇保健指導の流れ 

 

 １．健診結果をもとに対象者を選定  
 
 40 歳以上の組合員、任意継続組合員、被扶養者の方が受診した「地共済人間ドック」「定

期健康診断」「特定健診」の結果をもとに、保健指導の対象となる方を選定します。 

 

 

 

 

 ２．対象者に「特定保健指導利用券」を送付  
 
 利用券が送付された方は、以下の方法で保健指導を受けてください（無料です!）。 

また、組合員の方は「職専免」の取得が可能です。 

 ①本庁で受ける（地共済保健師が実施） 

 ②医療機関で受ける …「委託医療機関一覧」へ 

 ③自宅や職場で受ける…「(株)ベネフィットワン・ヘルスケアのご案内」へ 

 

◇保健指導対象者の選定

※以下の場合は特定保健指導に該当せず「情報提供」となります。
　①血管を傷つけるリスクに該当するが、腹囲・ＢＭＩが基準値内の場合
　②腹囲・ＢＭＩのみ基準値を超える場合
　③血圧・血糖・脂質のお薬を内服治療中の場合

◇血管を傷つけるリスクの判定基準

①血圧…130/85mmHg以上（いずれか）
②血糖値…空腹時血糖値100ｍｇ/ｄｌ 以上
③脂質…中性脂肪150mg/dl 以上 または
　　　　　　ＨＤＬコレステロール40mg/dl 未満

上記以外で
ＢＭＩ２５以上

ＢＭＩ

40-64歳 65-74歳

積極的支援腹
囲

動機づけ支援

④喫煙歴

あり

なし

男性　85ｃｍ以上
女性　90ｃｍ以上

２つ以上該当

①血圧　②血糖
③脂質

動機づけ支援

３つ該当

１つ該当

あり
なし

積極的支援

１．腹囲、ＢＭＩ ２．血管を傷つけるリスク ３．保健指導の対象

階層化の結果、

特定保健指導の対象外となっても

「問題なし」とは限りません。

ご自身の健診結果を必ず確認し、

基準値を超えている項目や

生活習慣を振り返りましょう。

1つ該当

2つ該当

http://wwwold.local.pref.okinawa.jp/x-file/syokuinkousei/sidoukikanitiran.pdf
http://wwwold.local.pref.okinawa.jp/x-file/syokuinkousei/benefitannai.pdf


 

 3．専門職があなたの頑張りをサポート！  
 
 特定保健指導は３ヶ月～６ヶ月間のプログラムです。 

保健師や管理栄養士等と一緒に、健診結果から体の変化と生活習慣の関連を読み取り、生

活改善のための目標を立てます。プログラム期間中に実践し、その後の体重や腹囲の変化

を確認します。 

 
 

 

 

※面談の所要時間は20～30分
※最終評価は、電話やメール等で実施します

　　　　　３ヶ月以上の継続支援

電話、メール、文書、面談で取組み状
況を確認（２～３回）

積極的支援 ３～６ヶ月後

動機づけ支援 3ヶ月後

１．初回面談

目標設定

２．継続支援

目標の実践

３．最終評価

目標、体重等の確認

☆ご不明な点・ご質問等ございましたらお問い合わせください。 

 

★★★お問い合わせ先★★★ 

〒900-8570 那覇市泉崎 1-2-2 地方職員共済組合沖縄県支部 

電話：098-866-2127 担当：給付福利班 

地共済保健師(メールアドレス)：ckshoken@pref.okinawa.lg.jp 


